
『
本
朝
三
三
』
全
注
釈
日

Aフ

浜

通

隆

 
 
 
 
 
 
 
 
※

（
上
の
4
）
暮
春
陪
二
都
督
大
王
一
遊
二
覧
法
興
院
一
、

 
 
 
 
※

鷹
レ
教
。
〈
以
レ
春
爲
・
韻
。
〉
 
 
 
 
．

同
三
二
庭
花
依
・
蕾
開
一
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
源
道
上

 
家
移
爲
レ
寺
謝
二
器
塵
一
、
依
・
奮
花
開
三
二
主
人
一
。

 
 
 
 
※
 
 
 
 
 
※
 
 
 
 
※

芳
意
寧
將
二
前
旦
異
、
濃
粧
或
有
二
毎
年
新
一
。

 
容
輝
樹
老
錐
レ
非
レ
昔
、
雨
露
恩
遺
不
レ
忘
レ
春
。

 
※
 
 
 
 
 
 
※
※

 
宜
 
大
王
四
望
塵
、
今
朝
思
レ
昔
三
二
精
力
【
。

〔
訓
読
〕
暮
春
に
都
督
大
王
に
陪
（
し
た
が
）
ひ
て
法
興
院
に
遊
覧
し
、
同
レ

く
「
庭
花
蕾
に
依
り
て
開
く
」
を
賦
し
、
教
に
鷹
ず
。
〈
「
春
」
を
以
て
韻
と

回
す
。
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
源
道
濟

 
家
移
り
寺
と
図
り
て
器
塵
（
が
う
ち
ん
）
を
謝
す
も
、
醤
に
依
り
て
花
開
き

主
人
を
憶
（
お
も
）
は
し
む
。
芳
意
は
寧
（
な
ん
）
ぞ
前
日
と
異
な
ら
ん
や
、

濃
粧
は
或
（
む
し
）
く
は
毎
年
の
新
（
あ
ら
）
た
な
る
有
り
。
豪
球
の
樹
（
き
）

は
老
い
て
昔
に
非
（
あ
ら
）
ず
と
錐
も
、
雨
露
の
恩
は
遺
（
の
こ
）
り
て
春
を

忘
れ
し
め
ず
。
宜
（
む
べ
）
な
る
か
な
、
大
王
臨
適
す
る
の
塵
、
今
朝
昔
を
思

「ひ

ﾄ
糖
神
動
く
。

〔
通
釈
〕
晩
春
に
大
宰
の
帥
（
そ
つ
）
敦
道
親
王
に
従
っ
て
法
興
院
に
遊
覧

ゼ
、
同
じ
く
「
庭
花
旧
に
依
り
て
開
く
」
の
詩
題
で
作
り
、
教
令
に
応
じ
た

詩
。〈

「
春
」
字
を
韻
字
と
す
る
。
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
源
道
済
（
み
ち
な
り
）

 
邸
宅
は
そ
の
姿
を
変
え
て
寺
院
と
な
り
、
（
今
は
）
騒
が
し
く
て
臓
（
け
が
）

れ
た
俗
世
間
を
拒
絶
し
て
い
ま
す
が
、
花
は
昔
の
ま
ま
に
咲
き
ほ
こ
り
、
 
（
そ

の
た
め
に
）
こ
の
花
の
か
つ
て
の
主
人
（
あ
る
じ
）
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
さ

せ
ず
に
は
お
ざ
ま
せ
ん
。
 
（
こ
の
木
の
）
春
の
お
毛
む
き
は
昔
日
の
そ
れ
と
ど

う
し
て
異
な
り
ま
し
ょ
う
、
花
々
の
色
濃
い
装
（
よ
そ
お
）
い
は
か
え
っ
て
年

ご
と
に
新
鮮
さ
を
増
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
 
（
だ
が
）
麗
（
う
る
わ
）
し
い
か
-

た
ち
の
こ
の
樹
木
も
確
か
に
年
ふ
り
、
以
前
と
同
じ
と
い
う
こ
と
な
ど
（
現
実

的
に
）
あ
り
え
ま
せ
ん
が
、
主
人
の
大
き
な
恩
恵
が
今
な
お
残
存
し
て
（
こ
の

樹
木
に
）
き
っ
と
春
を
忘
れ
さ
せ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
至
極
最
も
な
こ
と
と
思

わ
れ
ま
す
、
親
王
さ
ま
の
こ
遊
覧
に
お
供
い
た
し
ま
し
て
、
今
朝
、
 
（
私
も
）
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昔
を
偲
ん
で
、
心
が
と
き
め
い
て
な
り
ま
せ
ん
の
は
。

，
〔
校
異
〕
○
都
督
⊥
圓
は
、
右
横
に
「
ト
ト
ク
」
の
傍
訓
あ
り
。
頗
＝
聯
 
は

右
上
に
、
囹
 
は
す
ぐ
下
の
括
弧
内
に
、
「
敦
道
」
の
傍
注
あ
り
。
 
○
以
春
為

韻
一
厨
 
～
は
、
略
し
て
「
・
春
ぐ
く
」
と
す
る
。
今
、
噺
…
に
依
っ
た
。
○
將

⊥
圓
一
は
、
右
下
に
「
ト
」
の
傍
訓
あ
り
。
℃
異
⊥
底
」
は
、
右
下
に
「
ナ
ラ
ム

ヤ
」
の
送
り
が
な
を
付
す
。
○
或
⊥
底
一
は
、
右
横
に
「
モ
シ
ク
」
の
傍
訓
あ

り
。
○
宜
 
⊥
國
は
、
右
横
に
「
ウ
ヘ
ナ
ル
カ
ナ
」
の
傍
訓
あ
り
。
○
臨
望

⊥
國
は
、
二
字
の
間
に
「
一
」
 
（
ダ
ッ
シ
ュ
）
を
入
れ
隔
 
「
望
」
の
右
横
に

「
ハ
ウ
」
の
傍
訓
あ
り
。
ま
た
、
「
望
」
の
右
下
に
「
ノ
」
の
送
り
が
な
を
付

す
。〔

語
釈
〕

○
都
督
大
王
 
「
都
督
」
は
、
大
宰
の
帥
の
唐
名
で
、
「
大
王
」
は
、
親
王
の

唐
名
。
こ
こ
で
は
、
大
宰
の
帥
・
住
道
親
王
を
指
す
。
下
道
親
王
は
、
冷
泉

天
皇
の
第
四
皇
子
で
、
母
は
、
東
三
条
摂
政
の
藤
原
兼
家
の
一
女
。
超
子
（
贈

后
）
で
あ
る
σ
つ
ま
り
、
彼
は
藤
原
兼
学
の
孫
に
あ
た
る
。
詩
美
に
、
「
主
人
」

と
あ
る
の
は
、
敦
道
親
王
の
祖
父
に
あ
た
る
、
こ
の
寺
家
の
こ
と
で
、
親
王
が

法
興
院
に
遊
覧
し
た
の
も
、
そ
こ
が
祖
父
所
縁
（
ゆ
か
り
）
の
地
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
祖
父
の
藤
原
兼
家
が
生
前
に
孫
の
敦
道
親
王
を
可
愛
い
が
っ
て
い

た
こ
と
は
、
『
大
鏡
」
の
「
兼
家
伝
」
に
、
 
「
今
ひ
と
つ
の
御
腹
の
お
ほ
い
君

・
（
超
子
Y
は
冷
泉
院
の
女
御
に
て
、
三
条
院
・
弾
正
の
宮
（
為
尊
）
・
帥
の
宮

（
通
道
）
の
御
母
に
て
、
三
条
院
位
に
つ
か
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
贈
皇
后
宮
と

申
し
き
。
こ
の
三
人
の
宮
た
ち
を
、
お
ほ
ぢ
殿
（
兼
家
）
い
と
か
な
し
う
し
申

し
た
ま
ひ
き
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
れ
る
。
そ
の
生
前
の
兼
家
を
偲
ん

で
法
興
院
を
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

、

 
な
お
、
敦
道
親
王
は
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
月
二
日
に
、
年
齢
二
十

七
歳
で
な
ぐ
な
る
ま
で
〈
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
『
一
代
焼
野
』

に
は
同
年
十
二
月
置
作
る
。
〉
、
三
品
・
大
宰
の
帥
（
蓄
蔵
）
に
任
ぜ
ら
れ
、

（
そ
れ
故
に
「
帥
の
宮
」
と
呼
称
さ
れ
た
。
）
、
主
に
平
安
中
期
の
歌
人
と
し
て

有
名
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
そ
の
他
の
勅
撰
集
に
も
入
話
し
て
い
る
。
）
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
詩
文
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
法
興
院
で
の
作

文
会
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
長
保
元
年
（
九
九
九
）
九
月
十
一
日
に
、
同
年
十

月
七
日
に
そ
れ
ぞ
れ
作
文
会
を
主
催
し
て
い
る
く
『
権
記
』
V
。
特
に
、
後
者
の

そ
れ
に
は
、
大
江
匡
衡
が
「
唯
ダ
詩
ヲ
以
テ
友
ト
為
ス
」
の
詩
題
を
献
じ
、
序

文
と
七
律
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
序
文
と
七
律
が
、
 
『
江
吏
部
集
」
巻
中
に

「
七
言
。
初
冬
二
都
督
大
王
ノ
書
斎
二
於
イ
テ
、
同
ジ
ク
『
唯
以
レ
詩
為
7
友
』

ヲ
賦
シ
、
十
二
単
ズ
ル
詩
。
〈
『
情
』
ヲ
以
テ
韻
ト
為
ス
。
井
ビ
ニ
序
。
V
」

の
詩
題
で
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
匡
衡
は
主
催
者
の
三
道
親
王
を
賞

揚
し
て
「
髪
（
こ
こ
）
二
都
督
大
王
ハ
、
賞
ス
ル
ニ
物
色
（
自
然
物
の
あ
り
さ

ま
）
ヲ
以
テ
シ
、
命
ズ
ル
ニ
芳
遊
（
作
文
会
）
ヲ
以
テ
ス
。
俗
客
ヲ
嫌
ヒ
テ
三

郎
（
風
流
才
子
）
ヲ
会
ス
。
…
…
方
今
（
た
だ
い
ま
）
詩
ヲ
以
テ
友
ト
為
シ
、

道
ヲ
以
テ
交
ハ
リ
ヲ
許
ス
。
六
義
（
詩
文
）
ハ
互
二
同
心
（
伸
間
）
ノ
中
二
舗

（
し
）
キ
、
衆
芸
（
詩
文
以
外
の
こ
と
）
ハ
異
類
ノ
外
二
置
ク
。
…
…
」
と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
当
時
の
敦
道
親
王
が
、
詩
文
に
対
し
て
も
い
か
．

に
深
い
理
解
を
示
し
て
い
た
か
が
分
か
る
よ
う
に
思
う
。
確
か
κ
隅
無
道
親
王

の
詩
文
は
一
つ
と
し
て
現
存
し
な
い
が
、
詩
文
に
対
す
る
こ
れ
ほ
ど
の
理
解
の

深
さ
を
示
し
た
彼
が
、
彼
自
身
の
詩
文
を
作
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

 
ま
た
、
敦
道
親
王
は
、
一
方
で
は
公
的
な
作
文
会
に
も
出
席
し
て
い
る
。
そ
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れ
は
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
四
月
二
十
五
日
の
内
裏
に
於
け
る
詩
宴
で
あ

一
る
。
 
「
日
本
紀
略
」
に
は
、
当
日
の
献
題
者
が
権
中
納
言
・
藤
原
忠
輔
．
（
詩
題

は
「
貴
ブ
所
ハ
是
レ
賢
才
ナ
リ
」
）
、
序
者
が
文
章
博
士
・
大
江
以
言
、
講
師

が
東
宮
学
士
・
大
江
匡
衡
で
あ
り
㌔
「
公
卿
以
下
属
文
ノ
輩
ハ
、
多
ク
詩
ヲ
献

ズ
。
」
と
し
る
す
。
さ
ら
に
、
 
『
御
堂
関
白
記
」
に
は
、
当
日
の
模
様
が
詳
細

に
記
載
さ
れ
、
参
加
者
の
名
前
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
相
当

に
大
規
模
な
詩
宴
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
参
加
の
公
卿
も
、
 
『
公
卿
補
任
」
の
寛

弘
四
年
の
条
に
名
を
し
る
さ
れ
て
い
る
左
大
臣
・
道
長
以
下
二
十
三
名
の
う

ち
、
実
に
十
八
名
の
多
き
に
の
ぼ
り
（
他
に
源
三
位
財
忠
の
名
も
あ
る
。
）
、

参
加
の
文
人
の
数
も
、
為
憲
以
下
十
七
名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
条

朝
を
代
表
す
る
よ
う
な
晴
れ
や
か
な
詩
宴
に
、
前
大
宰
の
帥
・
獣
道
親
王
も
、

後
中
書
王
・
具
平
親
王
と
と
も
に
出
席
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
平
親
王
と
い

え
ば
、
和
漢
の
才
人
と
言
わ
れ
、
一
条
朝
詩
壇
に
あ
っ
て
は
大
御
所
的
存
在
で

あ
り
、
詩
文
も
「
本
朝
麗
藻
」
に
は
十
八
首
も
現
存
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
当

日
は
、
敦
道
親
王
も
具
平
親
王
と
と
も
に
自
作
の
詩
を
詠
じ
た
ご
と
で
あ
ろ
う

 
（
た
だ
し
、
後
中
書
王
の
詩
は
『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
に
現
存
す
る
が
、
宮
町
親

王
の
も
の
は
現
存
し
な
い
軌
な
お
、
当
日
の
、
大
江
以
言
の
序
文
が
『
本
朝
文

粋
』
巻
九
と
「
本
朝
麗
藻
』
巻
下
に
、
詩
が
『
本
朝
麗
藻
」
巻
下
に
、
大
江
匡

衡
の
詩
が
『
江
黒
部
集
』
．
巻
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
現
存
す
る
．
）
。
そ
し
て
、
そ
の

詩
作
の
故
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
翌
二
十
六
日
に
は
、
二
人
の
親
王
は
そ

れ
ぞ
れ
位
一
品
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
農
道
親
王
は
、
こ
の
時
は
じ
め
て
三
品

親
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
折
の
敦
道
親
王
に
対
す
る
加
階
の

意
昧
を
、
む
し
ろ
、
政
治
的
に
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
す
る
森
田
兼
吉
氏
は
、
「

詩
宴
の
折
の
加
階
の
最
大
の
意
味
は
、
無
官
に
な
っ
た
敦
道
親
王
に
対
す
る
慰

，
『
本
朝
麗
藻
」
旧
注
「
三
日

籍
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
」
と
付
言
し
て
お
ら
れ
る
〈
「
和
泉
式
部

日
記
論
致
」
第
八
章
「
御
宮
敦
道
親
王
野
営
」
〉
。
）
。

 
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
敦
道
親
王
は
、
詩
文
に
も
造
詣
が
深
く
、
身
分

的
に
も
当
時
の
一
条
朝
詩
壇
に
於
い
て
か
な
り
の
影
響
力
を
持
ち
え
た
人
物
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
も
ま
た
和
漢
兼
作
の
歌
人
的
文
人
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
型
幅
親
王
の
文
人
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
森
田
氏
の

御
論
考
の
ほ
か
に
後
藤
昭
雄
氏
の
「
敦
道
親
王
小
考
1
『
属
文
の
王
卿
」
e

1
」
〈
国
語
国
文
薩
摩
路
・
第
十
五
号
V
が
詳
し
い
。
参
照
さ
れ
た
い
。

○
法
興
院
 
 
『
拾
芥
抄
」
巻
中
の
「
諸
名
所
部
第
二
十
」
に
は
、
 
「
法
興
」
（
ほ

こ
）
院
長
、
二
条
ノ
北
・
京
極
ノ
寒
声
シ
テ
、
本
（
も
と
）
東
二
条
ト
号
ス

（
兼
諸
公
ノ
家
）
。
二
条
関
白
伝
領
ス
。
．
」
と
あ
り
、
同
じ
く
巻
下
の
「
諸
寺

部
第
九
」
に
は
、
「
法
興
院
画
、
二
条
ノ
北
・
京
極
ノ
東
一
町
二
．
シ
テ
、
大
入

道
殿
（
兼
家
）
ノ
第
タ
リ
シ
ヲ
、
彼
ヲ
堂
ト
為
ス
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

ど
、
法
興
院
は
、
も
と
は
藤
原
古
家
の
東
二
条
の
邸
宅
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ

の
後
に
寺
院
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
藤
原
兼
家
が
二
条
京
極
の
邸
宅
を
仏
寺
と
し
た
の
は
、
 
『
日
本

誌
略
』
や
『
百
練
習
』
に
よ
る
と
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
五
月
十
日
で
あ
っ

た
ら
し
い
（
た
だ
し
、
 
「
積
善
寺
ト
号
ス
。
」
と
あ
り
、
法
興
院
と
は
言
っ
て

い
な
い
。
）
、
兼
家
は
酒
こ
れ
よ
り
二
日
前
の
、
正
暦
元
年
五
月
八
日
に
は
Y
関

高
卒
を
辞
し
て
出
家
し
て
い
た
（
道
隆
が
後
任
と
な
っ
て
い
る
。
）
。
法
名
を
如

実
と
言
い
、
．
病
気
に
よ
る
と
、
 
『
公
卿
補
任
」
は
記
し
て
い
る
。
恐
ち
く
、
病

気
に
な
り
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
知
っ
た
兼
家
は
、
泌
わ
て
て
出
家

し
、
彼
の
邸
宅
を
仏
寺
に
改
め
た
略
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い

て
は
、
『
門
葉
記
」
七
十
四
に
「
家
一
区
ヲ
以
テ
永
ク
仏
寺
ト
為
ス
ノ
状
」
と

（39）



1

い
う
尊
家
（
如
実
）
の
願
文
（
作
者
は
藤
原
有
国
と
い
う
。
）
が
現
存
し
て
お

り
、
だ
い
た
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
在
俗
ノ
日
」
に
栄

華
を
窮
め
た
再
興
は
、
そ
の
罪
報
に
よ
り
、
死
後
に
「
将
二
苦
海
二
溺
レ
ン
ト

ス
」
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
た
め
に
、
「
王
城
ノ
東
二
、
ト
（
ぼ
く
）
シ
テ
閑

地
ヲ
単
車
、
，
一
道
場
ヲ
構
フ
。
」
こ
と
に
し
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
草
創

已
二
成
ル
モ
、
土
木
ノ
笹
藪
未
ダ
畢
（
を
は
）
ラ
ズ
。
泡
露
ノ
命
ハ
消
エ
ン
ト

欲
ス
。
」
と
あ
る
所
を
見
れ
ば
、
そ
の
城
東
に
建
立
し
よ
う
と
し
た
寺
院
は
、

未
完
成
の
状
態
で
、
す
ぐ
に
は
間
に
あ
い
そ
う
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で

や
む
な
く
、
二
条
の
邸
宅
を
「
彼
ノ
寺
（
城
東
の
寺
院
）
ノ
別
院
」
と
す
る
こ

と
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
同
じ
よ
う
な
事
が
『
栄
花
物
語
』
巻
三
の
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
の
記

事
に
見
え
る
。
ま
ず
、
前
年
の
永
柞
元
年
（
九
八
九
）
一
月
号
条
に
は
、
「
か

く
て
大
殿
（
兼
家
）
、
十
五
の
宮
（
盛
明
親
王
）
の
住
ま
せ
給
ひ
し
二
条
院
を

い
み
じ
う
造
ら
せ
給
ひ
て
、
も
と
よ
り
世
に
お
も
し
ろ
き
所
を
、
御
心
の
ゆ
く

限
り
造
り
み
が
か
せ
給
へ
ば
、
い
と
ど
し
う
目
も
及
ば
ぬ
ま
で
め
で
た
き
を
御

覧
ず
る
ま
ま
に
、
御
心
も
い
と
ど
い
み
じ
ケ
お
ぼ
さ
れ
て
、
夜
を
昼
に
急
が
せ

給
ふ
。
明
年
正
月
に
大
饗
あ
る
べ
う
お
ぼ
し
宣
は
せ
て
、
急
が
せ
給
ふ
也
け

■
り
。
」
と
あ
り
、
兼
家
が
二
条
の
邸
宅
を
そ
の
頃
に
大
改
築
さ
せ
て
い
た
ら
し

い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
築
は
、
勿
論
、
仏
寺
と
す
る
だ
め
の
も

の
で
は
な
く
、
「
大
臣
大
饗
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
い

と
ど
し
う
目
も
及
ば
ぬ
ま
で
め
で
た
き
」
さ
ま
に
改
築
さ
れ
た
二
条
の
邸
宅

が
、
翌
年
の
正
暦
元
年
五
月
十
日
に
、
里
雪
の
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め
に
仏
寺

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
の
所
を
「
（
道
隆
は
）
さ
れ
ど

た
だ
今
は
こ
の
御
悩
み
（
兼
家
の
病
気
の
こ
と
）
の
大
事
な
れ
ば
、
嬉
し
（
関

白
に
な
っ
た
こ
と
）
と
も
お
ぼ
し
あ
へ
ず
、
こ
れ
こ
そ
（
今
度
の
病
気
）
は
限

り
の
御
こ
と
な
れ
と
お
ぼ
し
騒
が
せ
給
ひ
て
、
ゴ
条
院
を
ば
や
が
て
寺
に
な
さ

せ
給
ひ
つ
。
も
し
平
か
に
も
怠
ら
せ
給
は
ば
、
そ
こ
に
お
は
し
ま
す
べ
き
な

．
・
り
。
殿
の
怪
い
み
じ
う
お
ぼ
し
惑
ふ
に
、
猶
ほ
さ
ら
に
怠
ら
せ
給
は
ず
。
し
と

し
る
し
て
い
る
。
こ
の
『
栄
花
物
語
」
の
記
事
で
は
、
二
条
の
邸
宅
を
仏
寺
と

し
た
の
は
道
隆
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
兼
家
の
病
気
平
癒
の
祈
願
の
だ
め

に
、
あ
わ
て
て
仏
寺
と
し
た
様
子
が
よ
く
分
か
る
。

 
な
お
、
未
完
成
の
「
城
東
ノ
一
道
場
」
ど
二
条
の
邸
宅
（
仏
寺
）
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
前
者
が
積
善
寺
で
あ
り
、
後
者
が
法
二
院
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
五
に
あ
る
大
江
国
魂
の
「
関
白
内
大

臣
（
道
隆
）
ノ
為
二
積
善
寺
ヲ
以
テ
御
願
寺
ト
為
サ
ン
コ
ド
ヲ
請
フ
ォ
状
」
に

よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
、
 
「
右
菰
ノ
寺
ハ
、
先
公
入
道
太

政
大
臣
（
兼
家
）
ガ
、
在
世
ノ
日
二
東
郊
・
吉
田
ノ
野
二
卜
（
ぼ
く
）
シ
テ
、

建
立
ス
ル
所
ナ
リ
。
爾
（
そ
）
ノ
時
二
当
国
リ
テ
、
怪
異
頻
（
し
き
り
）
三
示

シ
、
既
二
期
ノ
地
ノ
宜
シ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
。
結
構
幾
（
い
く
ば
く
）
ナ
ラ
ズ

シ
テ
、
遂
二
所
天
（
父
の
兼
家
）
ノ
長
逝
ス
ル
ニ
遭
フ
。
臨
命
ノ
間
二
選
（
い

ま
し
）
ム
ル
所
、
造
寺
ノ
事
ヲ
先
ト
為
ス
。
弦
二
歩
リ
テ
興
福
寺
ノ
例
ヲ
尋

ネ
、
土
木
ヲ
他
所
二
子
シ
、
法
興
院
ノ
靴
墨
遇
（
近
づ
サ
る
）
シ
テ
、
風
流
ヲ

同
居
二
混
ズ
。
斯
レ
乃
チ
一
二
先
公
起
居
ノ
忘
レ
難
キ
ね
ト
ヲ
懐
（
お
も
）

ヒ
、
＝
一
微
臣
往
返
ノ
遠
寺
ラ
ザ
ル
ニ
取
レ
バ
ナ
リ
。
．
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

あ
の
「
城
東
ノ
一
道
場
」
が
、
洛
東
の
吉
田
に
建
立
さ
れ
た
積
善
寺
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
二
条
の
邸
宅
を
そ
め
別
院
（
法
興
院
）
と
し
た
理

由
に
、
「
怪
異
頻
示
」
を
挙
げ
て
い
る
。
不
吉
な
こ
と
が
た
び
た
び
起
ご
り
、

そ
こ
が
仏
寺
の
地
と
し
て
不
適
当
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
実
際
に
そ
の
よ
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う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
ヶ
か
。
も
し
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
条
の
邸

宅
を
法
興
院
と
し
た
の
は
、
単
に
、
積
善
寺
の
完
成
が
間
に
合
い
そ
う
も
な
か

っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
む

し
ろ
、
後
の
積
善
寺
の
移
築
と
い
う
理
由
も
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
づ

ま
り
、
そ
れ
は
「
既
知
二
此
地
黄
不
7
宜
」
か
ら
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
に
か
く
、
道
隆
は
、
兼
家
の
遺
言
に
よ
っ
て
積
善
寺
の
完
成
を
急
い
だ

が
、
結
局
、
こ
れ
を
法
興
院
（
二
条
の
邸
宅
）
の
そ
ば
に
移
築
す
る
こ
と
を
決

意
す
る
。
興
福
寺
の
例
に
よ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
興
福
寺
が
元

明
天
皇
二
年
（
七
〇
九
）
に
藤
原
鎌
足
の
子
の
不
等
等
（
ふ
び
と
）
に
よ
っ
て

山
城
（
旧
名
・
山
階
寺
）
か
ら
現
在
の
地
に
移
築
さ
れ
た
事
実
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
移
築
の
理
由
と
し
て
、
二
つ
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、

二
条
の
邸
宅
に
於
け
る
兼
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
烈
で
あ
る
た
め
、
二
つ
は
、
洛

東
の
吉
田
の
地
で
は
往
復
に
手
間
ど
る
た
め
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、

こ
れ
ら
の
理
由
は
「
た
て
ま
え
」
で
あ
り
、
さ
き
の
「
怪
異
云
々
」
の
方
が

「
ほ
ん
ね
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
．

 
こ
の
大
江
匡
衡
の
奏
状
の
日
付
は
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
七
日
と
な

っ
て
い
る
。
本
文
中
に
も
、
「
嵯
呼
（
あ
あ
）
風
樹
一
タ
ビ
擢
（
ぬ
き
ん
）

デ
、
年
華
五
タ
ビ
改
マ
ル
。
」
と
言
っ
て
お
り
、
積
善
寺
の
移
築
に
成
功
し
た

の
は
、
正
暦
五
年
に
な
っ
て
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
『
栄
花

物
語
」
巻
四
の
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
の
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
の
条
に
は
、

「
か
く
て
摂
政
殿
（
道
隆
）
の
法
興
院
の
内
に
、
別
に
御
堂
建
て
さ
せ
給
ひ
て
、

積
善
寺
と
名
付
け
さ
せ
給
ひ
て
、
そ
の
御
堂
供
養
い
み
じ
か
べ
う
急
が
せ
給

ふ
。
，
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
積
善
寺
の
供
養
が
な
さ
れ
た
の
は
、
や

は
り
、
「
日
本
紀
略
』
や
『
扶
桑
略
記
」
に
あ
る
通
り
、
正
暦
五
年
二
月
二
十

『
本
朝
麗
藻
』
全
注
釈
日

韓
の
二
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
記
事
に
は
、
「
関
白
（
道
隆
）

積
善
寺
二
供
養
ス
。
申
宮
（
定
子
）
行
啓
シ
、
東
三
条
院
（
詮
子
）
モ
同
ジ
ク

以
テ
御
幸
ス
。
弾
正
弄
章
章
親
王
・
四
品
敦
道
親
王
・
右
大
臣
（
道
兼
）
以
下

諸
卿
参
入
ス
。
之
二
先
ダ
チ
テ
、
去
ル
十
七
日
、
関
白
ハ
件
ノ
寺
ヲ
以
テ
御
願

寺
ト
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
申
請
ス
。
勅
シ
テ
之
ヲ
許
ス
。
」
と
あ
り
、
当
日
に
は
、

十
四
歳
の
「
四
品
」
敦
道
親
王
も
参
列
し
て
い
た
こ
と
を
し
る
し
て
い
る
。

○
庭
花
依
奮
開
 
詩
題
。
出
典
未
詳
。
な
お
、
「
依
旧
」
は
、
昔
の
ま
ま
の

意
。
「
依
然
」
に
同
じ
。

○
鷹
教
 
太
子
や
諸
王
の
命
令
に
応
じ
る
こ
と
。
天
子
の
命
令
を
「
詔
」
と
い

い
、
諸
侯
王
の
命
令
を
「
教
」
と
い
う
。

○
家
移
爲
寺
 
藤
原
賎
家
の
東
二
条
の
邸
宅
が
法
興
院
と
な
っ
た
こ
と
。
「
法

興
院
」
の
語
釈
参
照
。

○
謝
器
塵
 
「
謝
」
は
、
し
り
ぞ
け
る
意
。
拒
絶
す
る
。
「
器
塵
」
は
、
ざ
わ

が
し
く
て
重
れ
た
俗
世
間
。
寺
院
と
な
っ
て
、
俗
世
間
を
超
越
し
て
存
在
す
る

こ
と
。

○
主
人
 
藤
原
兼
家
の
こ
と
。
延
長
七
年
（
九
二
九
）
～
正
暦
元
年
（
九
九

〇
）
。
平
安
朝
中
期
の
官
僚
で
、
右
大
臣
・
師
輔
の
三
男
。
母
は
、
贈
正
「

位
・
藤
原
盛
子
。
里
家
は
、
安
和
二
年
目
九
六
九
）
二
月
七
日
に
は
、
参
議
を

経
ず
に
い
き
な
り
中
納
言
に
抜
擢
さ
れ
（
四
十
一
歳
）
、
そ
の
後
、
天
禄
三
年

 
（
九
七
二
）
に
は
大
納
言
三
位
（
四
十
四
歳
）
、
天
元
元
年
（
九
七
八
）
に
は

右
大
臣
従
二
位
（
五
十
歳
）
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
は
摂
政
正
二
位
（
五

十
八
歳
）
と
な
り
、
永
柞
元
年
（
九
八
九
）
に
は
、
つ
い
に
摂
政
太
政
大
臣
従

一
位
（
六
十
一
歳
）
に
ま
で
な
っ
た
。
し
か
し
、
翌
年
の
永
柞
二
年
（
九
九

〇
）
五
月
五
日
く
『
公
卿
補
任
』
V
に
は
、
摂
政
太
政
大
臣
を
病
気
の
た
め
に
辞

（4！）



去
し
て
い
る
（
六
十
二
歳
）
。
更
忙
関
白
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
、
三
日

後
の
八
日
に
は
返
上
し
、
入
道
と
な
つ
π
。
法
名
を
如
実
と
い
う
。
そ
の
二
日

後
の
十
日
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
法
興
院
の
語
釈
参
照
）
、
東
二
条

の
邸
宅
を
法
興
院
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
年
七
月
二
日
に
東
三
条
の
邸
宅

で
死
去
し
た
。
六
十
二
歳
。
号
は
、
東
三
条
殿
と
も
、
法
興
院
入
道
と
も
い
．

，
つ
。

 
藤
原
兼
家
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
藤
原
摂
関
休
制
の
基
礎
を
築
い
た
政
治
家

で
あ
る
が
、
同
時
に
歌
人
と
し
て
も
有
名
で
、
勅
撰
集
に
も
、
『
拾
遣
和
歌

、
集
」
以
下
に
十
六
首
が
入
吊
し
て
い
る
。
な
お
、
敦
道
親
王
と
の
関
係
は
、
二

道
親
王
の
語
釈
参
照
。

○
芳
意
 
春
の
お
も
む
き
、
春
の
景
色
の
意
。
『
白
楽
天
詩
集
」
巻
十
三
の
「
玉

壷
花
（
ぎ
ょ
く
ず
る
く
わ
）
ヲ
惜
ミ
、
集
賢
王
校
書
起
（
集
賢
校
書
は
官
名
で
、

例
話
が
姓
名
。
）
ヲ
懐
（
お
も
）
フ
コ
ト
有
り
。
」
の
第
一
句
目
に
、
「
芳
意

将
二
閾
（
た
け
な
は
）
ナ
ラ
ン
ト
シ
テ
、
風
下
（
ま
た
）
吹
ク
。
」
．
と
あ
る
。
．

な
お
、
こ
こ
で
は
、
敦
道
親
王
の
す
ば
ら
し
い
意
志
に
喩
え
て
い
る
。

○
將
昔
日
 
「
将
」
は
、
「
与
」
に
同
じ
。
「
と
」
と
訓
（
よ
）
む
。

○
濃
粧
 
濃
（
こ
ま
）
や
か
な
装
い
。
色
の
濃
い
装
い
。
こ
こ
で
は
、
花
の
色

彩
に
つ
い
て
言
う
が
、
敦
道
親
王
の
美
し
い
容
姿
に
喩
え
て
い
る
。

○
容
輝
樹
 
麗
わ
し
い
容
姿
の
木
。
敦
道
親
王
を
さ
す
。

○
雨
露
恩
 
雨
と
露
が
万
物
を
養
育
し
て
大
き
な
恩
恵
を
施
す
よ
う
に
、
広
く

ゆ
き
わ
た
り
た
恩
恵
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
の
主
人
・
藤
原
兼
家
の
大

き
な
恵
み
を
指
す
。

○
臨
望
 
の
ぞ
み
眺
め
る
意
。
 
「
遊
覧
」
に
同
じ
。

○
精
沸
 
こ
こ
ろ
、
た
ま
し
い
の
意
。
霊
妙
な
心
。

 
〔
作
者
〕
源
道
済
（
み
ち
な
り
）
は
、
光
孝
源
氏
で
、
歌
人
の
前
陸
奥
守
・
信

明
（
さ
ね
あ
き
ら
）
の
孫
、
能
登
守
・
方
国
の
男
〈
『
道
指
枕
」
巻
尾
の
慈
鎮

和
尚
の
奥
書
き
〉
で
あ
る
 
（
た
だ
し
、
 
「
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
」
に
は
、

 
「
伊
豆
守
有
国
男
」
に
作
る
。
）
。
生
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
長
徳
四
年
（
九
九

八
）
正
月
二
十
五
日
に
は
、
宮
内
省
の
少
壮
に
任
ぜ
ら
れ
（
も
と
文
章
生
）
、
．

・
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
正
月
三
十
日
に
は
、
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
．
「
中
古
歌
仙
伝
」
に
よ
れ
ば
、
長
保
五
年
．
（
一
〇
〇
三
）
正
月
三
十
日

に
は
式
部
省
の
少
丞
、
翌
年
の
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
正
月
一
、
一
十
四
日
に
は

同
省
の
大
箱
を
歴
任
、
同
三
年
（
一
σ
〇
六
）
正
月
七
日
に
は
従
五
位
下
に
叙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せ
ら
れ
、
同
月
二
十
八
日
に
は
下
総
権
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
和

四
年
（
一
〇
一
五
）
二
月
十
四
日
に
は
筑
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
大
宰
府
の
少
弐
を

兼
任
、
同
年
三
月
二
十
一
日
に
は
従
五
位
上
に
零
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

寛
仁
二
年
目
一
〇
…
八
）
七
月
十
一
日
に
は
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
が
、
翌

年
の
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
は
死
去
し
て
し
ま
う
。

 
源
道
済
は
、
「
中
古
三
十
六
歌
仙
」
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歌

人
と
し
て
も
著
名
で
、
勅
撰
集
に
も
、
『
拾
遺
和
歌
集
」
以
下
に
五
十
五
首
が

入
録
し
て
い
る
。
家
集
と
し
て
は
『
道
済
集
」
が
あ
り
、
歌
学
書
と
し
て
は

 
「
道
済
十
体
』
が
あ
る
が
、
「
歌
は
平
凡
で
あ
る
。
」
〈
『
和
歌
文
学
大
辞

典
」
〉
と
い
わ
れ
る
。

 
文
語
（
詩
人
）
と
し
て
の
源
道
下
は
、
『
ご
中
帯
』
第
十
二
の
「
詩
人
歴
・

文
章
生
・
諸
大
夫
」
の
中
に
、
「
源
道
々
筑
前
守
」
と
し
て
そ
の
名
を
連
ね
て

お
り
、
『
続
本
朝
往
生
伝
」
で
も
、
一
条
朝
の
「
文
士
」
の
一
人
と
し
て
、
「
天

下
ノ
一
物
」
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
九
月

十
二
日
の
藤
原
道
長
邸
の
作
文
会
に
も
彼
ぱ
出
席
し
て
い
る
。
当
日
の
『
御
堂

（42）



関
白
記
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
は
、
上
達
部
が
五
、
六
人
、
・
殿
上
人
・

儒
者
・
経
文
章
生
が
二
十
人
ば
か
り
出
席
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
詩
題
は

「
水
清
ク
シ
テ
晴
雨
二
兎
タ
リ
」
で
、
「
秋
」
字
が
韻
字
で
あ
る
。
幸
い
に
、
，

こ
の
時
の
詩
が
『
類
聚
句
題
抄
』
 
（
続
群
書
類
従
巻
三
一
七
。
た
だ
し
、
詩
題

の
「
似
」
字
が
「
侶
」
字
に
作
る
。
）
に
十
首
現
存
す
る
。
九
首
が
七
言
四
句

（
絶
句
で
は
な
く
、
律
詩
の
半
分
か
。
）
で
、
 
一
首
が
七
律
で
あ
る
。
作
者

は
、
道
済
の
ほ
か
、
右
相
府
（
右
大
臣
の
藤
原
年
光
）
・
右
金
吾
（
右
衛
門
督

の
藤
原
斉
信
）
・
左
金
吾
（
左
衛
門
督
の
藤
原
公
任
）
・
勘
解
相
公
（
勘
解
由

長
官
の
藤
原
有
国
）
・
大
江
以
言
・
源
孝
道
・
高
階
積
善
・
慶
滋
為
政
・
菅
原

宣
義
で
あ
る
。
以
上
の
詩
人
た
ち
は
、
顕
光
を
除
い
て
『
本
朝
麗
藻
」
の
詩
人
．

群
と
重
な
り
（
た
だ
し
、
「
慶
為
政
」
は
、
現
存
本
の
『
本
朝
麗
藻
』
に
は

「
善
為
政
」
に
作
る
。
ま
た
、
『
野
中
歴
」
十
二
の
作
者
名
に
は
「
藤
為
政
」

と
あ
る
。
同
一
人
物
か
。
）
、
一
条
朝
を
代
表
す
る
人
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
道
済
は
、
そ
の
中
で
詩
を
詠
じ
ふ
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

『
類
聚
句
題
抄
』
（
『
類
題
古
詩
」
）
に
は
、
そ
の
他
、
六
首
の
句
題
詩
（
七
言

四
句
）
が
、
道
済
の
作
品
と
し
て
現
存
す
る
。

 
「
本
朝
麗
藻
」
に
は
、
あ
わ
せ
て
五
首
（
序
も
含
む
。
）
の
詩
が
現
存
す
る
。

藤
原
斉
信
と
同
数
で
あ
る
。
源
道
済
の
詩
に
つ
い
て
は
、
林
無
心
が
『
本
朝
一
人

一
首
』
の
中
で
（
た
だ
し
、
「
冬
日
二
雲
林
院
二
於
イ
テ
δ
境
静
カ
ニ
シ
テ
人

事
少
ナ
シ
ヲ
賦
ス
。
」
と
い
ヶ
、
『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
に
見
え
る
七
絶
に
対
す

る
評
語
。
）
、
「
道
済
ナ
ル
者
ハ
、
以
言
ノ
弟
子
ニ
シ
テ
、
頗
ル
詩
才
ノ
聞
（
き

こ
え
）
有
り
。
此
ノ
会
下
平
易
ニ
シ
テ
俗
ナ
ラ
ズ
ゆ
然
レ
ド
モ
余
味
無
シ
。
」

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
、
「
平
易
不
レ
俗
、
然
無
二
余
味
一
。
」
と
い
う
評
語
は
v

道
済
の
詩
全
体
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
感
じ
た
こ
と
を
「
さ
ら

「
本
朝
麗
藻
』
全
注
釈
日

り
」
と
詠
じ
て
》
し
か
も
通
俗
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
漢
詩
と
し
て
の
「
余

味
」
 
（
あ
と
ま
で
残
る
味
わ
い
）
に
欠
け
る
、
と
す
る
指
摘
は
、
道
済
の
歌
人

的
な
文
人
と
じ
て
の
長
所
と
短
所
と
を
う
ま
く
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

 
源
道
士
が
大
江
七
言
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
、
 
『
江
談
抄
』
 
（
醍
醐

寺
蔵
『
水
筆
紗
」
）
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
「
交
潮
ナ
ル
者
ハ
、
以
言
ノ
弟
子

ニ
シ
テ
、
昔
（
む
か
し
）
詩
ヲ
為
政
二
請
フ
。
為
政
ハ
稠
人
（
ち
う
じ
ん
．
衆

人
の
意
）
二
於
イ
テ
、
其
ノ
由
ヲ
称
ス
ル
モ
、
後
・
（
の
ち
）
、
風
情
日
二
新
タ
ニ

シ
テ
、
蝉
騒
時
人
ハ
以
テ
」
双
ト
為
ス
ト
、
云
々
。
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

「
為
政
」
と
あ
る
の
は
、
同
じ
く
『
本
朝
麗
藻
」
の
詩
人
で
あ
る
慶
滋
為
政

（
従
四
位
上
で
文
章
博
士
・
式
部
少
輔
を
歴
任
。
）
の
こ
と
で
あ
る
。
源
道
済

．
鳳
、
大
江
以
言
の
弟
子
で
、
し
か
も
慶
滋
為
政
に
詩
を
学
ん
だ
ら
し
い
（
た
だ

し
、
群
書
類
従
本
の
『
江
平
抄
」
第
五
の
「
善
事
」
の
記
事
に
は
、
「
道
済
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

以
言
弟
子
也
。
 
奏
請
二
詩
於
以
言
一
。
以
言
於
二
稠
人
之
中
一
称
レ
之
日
、
後
〈
彼

 
 
 
 
 
む

イ
〉
風
情
日
進
。
時
人
以
為
一
二
双
一
云
々
。
」
と
あ
り
、
為
政
の
名
は
見
え

ず
、
大
江
以
言
に
詩
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
。
と
こ
ろ
が
、
道
面
の

詩
の
進
歩
は
め
ざ
ま
し
く
、
後
に
は
為
政
と
並
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
当
時
に
あ
っ
て
も
、
源
道
管
の
詩
才
は
相
当
に
認
め
ら
れ
て

い
た
ら
し
い
。

 
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
源
道
済
の
詩
才
に
つ
い
て
の
逸
話
が
，
『
袋
草
紙
」
上
巻

に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
「
歌
仙
も
晴
の
時
（
に
Y
歌
を
人
に
乞
（
ふ
は
）
常
の
．

事
な
り
。
…
…
進
上
は
当
初
道
心
に
詩
を
乞
請
（
す
る
も
）
、
後
年
に
は
為
時
・

道
済
（
ば
）
一
双
の
文
士
に
番
（
つ
が
）
は
る
と
、
云
々
。
」
と
い
う
記
事
で

あ
る
。
さ
き
の
「
江
談
話
」
の
記
事
と
の
表
現
上
の
類
似
点
為
目
に
つ
く
が
、

（43）



こ
ち
ら
の
方
は
、
藤
原
為
時
が
、
か
つ
て
源
道
済
に
詩
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
之

に
な
っ
て
い
る
。
道
済
が
必
然
に
詩
を
教
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「

後
に
は
両
人
と
も
に
そ
の
詩
才
が
並
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い

る
。
藤
原
為
時
と
い
え
ば
、
同
じ
く
『
本
朝
麗
藻
」
 
（
十
三
首
現
存
）
の
詩
人

で
あ
る
。
そ
の
丸
針
と
同
等
に
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
道
済
の
詩
才
を
知
る
上
で
貴
重
な
逸
話
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
ま
た
、
源
道
面
が
、
藤
原
斉
信
や
藤
原
公
任
の
詩
を
批
評
し
た
と
い
う
逸
話

も
伝
わ
っ
て
い
る
。
 
『
江
談
抄
」
第
五
の
「
詩
型
」
に
、
 
「
鷹
司
殿
ノ
屏
風

ノ
、
斉
信
ノ
端
午
ノ
詩
ノ
事
。
」
と
い
う
一
条
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
「
鷹
司
殿

ノ
屏
風
詩
二
、
斉
信
ノ
端
午
ノ
詩
ノ
、
『
片
月
ノ
絃
鳴
リ
テ
、
士
卒
喧
（
か
ま
び

す
）
シ
。
』
ノ
旬
ア
リ
。
道
済
ハ
筑
後
ノ
国
共
在
リ
テ
之
ヲ
伝
へ
聞
キ
、
此
ノ

句
ナ
ル
者
ハ
「
徳
ハ
三
春
ヲ
照
ラ
ス
。
』
ノ
句
二
勝
（
ま
さ
）
ル
の
件
（
く
だ

ん
）
ノ
句
ナ
ル
者
ハ
秀
句
ト
雄
モ
、
村
濃
（
む
ら
ご
）
ノ
糸
ノ
絞
（
染
イ
）
違

ヒ
タ
ル
…
様
ナ
リ
下
（
言
ふ
）
、
云
々
。
…
…
」
と
あ
る
。
 
「
鷹
司
殿
」
は
、
藤

原
道
長
の
妻
・
倫
子
で
、
そ
の
屏
風
詩
は
、
 
「
江
談
抄
」
第
五
に
よ
れ
ば
、
斉

信
の
撰
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
…
撰
者
の
「
端
午
詩
」
の
一
句
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

「
片
月
絃
鳴
士
卒
喧
」
 
（
た
だ
し
醍
醐
寺
蔵
『
鼻
翼
鋤
」
に
は
、
「
片
月
鳴
弦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

士
卒
喧
」
に
作
る
。
）
を
、
筑
後
守
（
同
上
本
は
「
筑
前
」
に
作
る
。
筑
前
守

な
ら
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
長
和
四
年
以
後
の
こ
と
と
な
る
。
）
在
任

中
に
論
評
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
「
二
二
飛
玩
」
 
（
同
上
本
は
■
コ
加
」
を

「
沈
」
に
作
る
。
「
飛
沈
」
な
ら
ば
、
飛
ぶ
こ
と
と
沈
む
こ
と
で
、
鳥
と
魚
の

意
に
な
る
。
）
の
句
は
、
同
じ
く
「
江
田
抄
』
第
五
に
よ
れ
ば
、
藤
原
公
任
の

詩
句
で
、
「
徳
三
三
況
雲
夢
月
」
と
続
く
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
道
済
は
、
さ

き
の
斉
信
の
句
と
、
あ
と
の
公
任
の
句
と
を
比
較
し
て
、
前
者
が
よ
り
優
秀
で

あ
り
、
後
者
に
は
「
む
ら
」
が
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
磁
区
と
い
い
、
公

任
と
い
い
、
両
者
は
と
も
に
「
本
朝
麗
藻
」
の
詩
人
（
前
者
は
五
首
、
後
者
は

十
一
首
が
現
存
し
て
い
る
。
）
で
も
あ
り
、
身
分
的
に
も
一
条
朝
の
詩
壇
を
代

表
す
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
詩
を
批
評

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
が
、
も
し
も
事
実
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
源
道
石
自
身
が
、
詩
に
対
し
て
相
当
に
大
き
な
自
負
を
抱
い
て

・
い
た
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
恐
ら
く
は
、
詩
に
つ
い
て
も
．
一
家

言
を
道
断
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
な
お
、
源
道
済
の
人
と
な
り
を
示
す
佳
話
が
『
今
昔
物
語
」
に
見
え
る
。
そ

れ
は
、
「
筑
前
守
・
源
道
済
が
侍
の
妻
、
最
後
に
和
歌
を
読
み
で
死
に
し
語
。

第
五
十
』
〈
巻
第
二
十
四
。
本
朝
、
附
世
俗
〉
と
い
う
題
目
の
逸
話
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
「
今
は
昔
、
筑
前
守
・
源
道
済
（
た
だ
し
、
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑

三
の
同
歌
の
左
注
に
は
、
こ
の
筑
前
守
を
経
衡
と
す
る
。
）
と
云
ふ
人
あ
り
け

ヶ
。
和
歌
を
よ
む
事
な
む
極
め
た
り
け
る
。
…
…
守
、
情
あ
り
け
る
人
に
て
、

限
か
な
く
あ
は
れ
が
り
て
、
…
…
さ
て
、
死
に
た
る
妻
の
家
に
入
を
遣
り
て
、

見
苦
し
か
ら
ぬ
や
う
に
、
直
（
な
ほ
）
く
隠
さ
せ
な
ど
し
て
、
僧
な
ど
籠
（
こ
）

め
て
、
後
の
わ
ざ
ま
で
な
む
あ
っ
か
は
せ
け
る
。
…
…
守
は
慈
悲
あ
り
て
、
物

の
心
を
も
知
り
て
、
和
歌
を
も
読
み
け
る
人
に
て
、
か
く
人
を
も
あ
は
れ
び
け

る
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。
」
と
あ
り
、
源
道
話
が
人
情
深
い
人
柄
で

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
物
の
心
を
も
知
り
て
、
和
歌
を
も
読
み
け
る

、
人
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
道
済
は
、
き

 
つ
と
v
和
歌
の
場
合
と
同
様
に
、
「
物
の
心
を
も
知
り
て
」
詩
を
も
詠
じ
た
人

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。

・
と
・
に
か
く
、
源
道
済
も
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
歌
人
的
文
人
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
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》
つ
。〔

評
説
〕
七
言
律
詩
。
韻
字
は
、
塵
・
人
・
新
・
神
（
「
広
帯
』
の
上
平
声
・

十
七
真
）
・
春
（
同
・
十
八
諄
）
。

 
最
初
に
、
こ
の
、
言
忌
親
王
の
主
催
に
よ
る
法
興
院
で
の
詩
会
が
い
つ
開
か

れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
年
次
に
つ
い
て
は
未
詳
と
い
う
ほ

か
は
な
い
（
た
だ
し
、
さ
き
に
述
べ
た
森
田
氏
の
御
論
考
に
は
、
「
こ
こ
に
表

わ
れ
た
心
情
は
兼
家
の
死
か
ら
そ
れ
ほ
ど
後
の
も
の
で
は
な
い
。
」
と
あ
り
、

内
容
的
に
見
て
、
こ
の
作
文
会
を
催
し
た
の
は
、
馬
革
が
十
代
の
う
ち
で
あ
っ

た
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
）
。

 
藤
原
兼
家
が
六
十
二
歳
で
死
去
し
た
の
は
永
柞
二
年
（
正
暦
元
年
）
七
月
二

日
の
こ
と
で
、
時
に
敦
道
親
王
は
十
歳
で
あ
っ
た
。
少
年
の
親
王
の
目
に
は
、

こ
の
祖
父
・
案
下
の
死
は
ど
の
よ
う
に
映
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

 
聖
霊
親
王
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
（
天
元
五
年
目
、
母
（
容
与
の
長
女
・
超
子
）

を
失
っ
て
い
る
。
親
王
が
生
ま
れ
た
（
天
元
四
年
）
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
親
王
は
、
ほ
と
ん
ど
実
母
を
知
ら
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

『
栄
花
物
語
』
巻
二
の
「
花
山
た
つ
ぬ
る
中
納
言
」
に
も
、
「
（
兼
家
は
）
宮
淵

の
（
甲
子
所
生
の
着
た
ち
）
何
事
も
お
ぼ
し
た
ら
ぬ
を
い
と
ど
悲
し
う
お
ぼ
さ

れ
け
り
。
」
と
し
る
し
、
当
時
の
寸
母
を
失
っ
て
も
何
事
と
も
感
じ
て
い
な
い

よ
う
な
幼
少
の
孫
た
ち
（
居
貞
・
為
尊
・
敦
道
）
を
前
に
し
て
、
今
さ
ら
な
が

ら
悲
し
み
に
く
れ
る
兼
家
の
姿
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
幼
く
し
て
実
母

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
孫
た
ち
が
よ
ほ
ど
可
愛
か
っ
た
ら
し
く
、
陳
書
は
彼
等
を

手
も
と
に
郵
き
と
っ
て
、
東
三
条
の
邸
宅
で
養
育
し
た
。
同
じ
く
「
栄
花
物

語
」
巻
三
の
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
に
は
、
「
大
殿
（
兼
家
）
は
、
院
（
冷

泉
院
）
の
女
御
（
縦
子
）
の
御
男
み
こ
た
ち
三
所
を
、
皆
御
ふ
と
こ
ろ
に
ふ
せ

『
本
朝
麗
藻
」
全
注
釈
日

奉
り
給
へ
る
を
、
二
宮
（
居
回
・
の
ち
の
三
条
院
）
は
東
宮
に
居
さ
せ
給
ひ
ぬ

れ
ば
、
今
は
三
（
為
尊
）
．
・
四
（
敦
道
）
の
宮
を
、
い
み
じ
き
も
の
に
思
ひ
き

こ
え
さ
せ
給
へ
る
に
、
あ
る
が
な
か
に
も
東
宮
と
四
宮
と
そ
、
直
な
き
物
に
思

ひ
き
こ
え
給
へ
る
も
、
来
年
ば
か
り
御
元
服
は
と
お
ぼ
し
め
す
。
」
と
あ
り
、

そ
の
頃
の
当
家
の
養
育
ぶ
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
一
端

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
、
兼
家
は
、
最
も
幼
い
四
宮
（
敦
道
）
が
可

愛
く
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
ち
し
い
。
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
九
月
に
一
条
天

皇
の
大
嘗
会
の
御
上
行
幸
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
儀
式
の
様
子
を
兼

家
の
東
三
条
の
邸
宅
に
い
た
四
宮
（
敦
道
）
も
見
物
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
同

上
の
記
事
に
は
、
 
「
あ
な
め
で
た
と
見
え
さ
せ
給
ふ
に
、
東
三
条
の
御
桟
敷

・
の
御
簾
（
み
す
）
の
片
端
押
し
あ
け
さ
せ
給
せ
て
、
四
宮
い
ろ
い
ろ
の
御
衣
ど

も
に
、
濃
き
御
衣
な
ど
の
上
に
、
織
物
の
御
直
衣
（
な
ほ
し
）
を
奉
り
て
、
御
、

簾
の
片
そ
ば
よ
り
さ
し
出
で
さ
せ
給
ひ
て
、
や
、
大
岸
（
お
と
ど
）
こ
そ
と
申

さ
せ
給
へ
ば
、
摂
政
殿
（
兼
家
）
、
あ
な
、
ま
さ
な
と
申
さ
せ
給
ひ
て
、
い
と

う
つ
く
し
う
見
奉
ら
せ
給
ひ
て
、
う
ち
笑
ま
せ
給
へ
る
程
、
す
ず
ろ
に
見
奉
る

人
い
と
笑
ま
し
う
思
ひ
奉
る
べ
し
。
」
と
あ
り
、
そ
の
時
の
葛
家
と
四
宮
（
雪

道
）
と
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
様
子
を
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
周
囲

の
人
々
を
も
、
思
わ
ず
知
ら
ず
、
な
ご
や
か
な
笑
い
に
誘
わ
ず
に
は
お
か
な
い

敦
道
親
王
の
愛
ら
し
い
晴
れ
着
姿
で
あ
り
、
そ
れ
を
優
し
く
見
守
る
好
好
爺
然

と
し
た
宗
家
の
姿
で
あ
っ
た
。
寛
和
二
年
と
言
え
ば
、
敦
道
親
王
は
六
歳
、
兼

家
は
・
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

 
そ
れ
か
ら
、
わ
ず
か
四
年
後
に
母
家
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
而
十

歳
の
山
道
親
王
に
も
、
こ
の
た
び
の
事
が
自
分
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
重
大
な
意

味
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
は
分
か
う
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
単
に
一
入
の
最
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／

愛
の
身
内
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
自
身
の
将
来
の
社

会
的
・
政
治
的
運
命
を
も
変
更
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
も

理
解
し
た
に
違
い
な
い
。

 
敦
道
親
王
の
元
服
は
、
兼
家
の
死
か
ら
三
年
後
の
、
正
暦
四
年
（
九
九
三
）

二
月
二
十
二
日
に
と
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
 
『
栄
花
物
語
」
巻
三
の
「
さ
ま
ざ

ま
の
よ
ろ
こ
び
」
の
永
柞
元
年
（
九
八
九
）
の
条
に
は
、
「
か
く
て
三
・
四
の

宮
の
御
元
服
一
度
に
せ
さ
せ
（
給
ふ
）
。
さ
て
三
宮
を
ば
弾
正
の
宮
と
聞
え
さ

す
。
四
宮
を
ば
里
宮
と
聞
え
さ
す
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

『
日
本
紀
略
」
の
正
暦
四
年
二
月
二
十
二
日
の
条
に
は
、
「
冷
泉
院
ノ
第
四
・

敦
道
親
王
、
東
三
条
ノ
南
平
二
身
イ
テ
元
服
ス
。
加
冠
ハ
左
大
臣
（
雅
信
）
、

理
髪
ハ
参
議
・
藤
原
公
任
ナ
リ
。
又
、
摂
政
（
道
隆
）
第
ノ
三
姫
君
、
同
院
ノ

西
ノ
対
〆
二
十
イ
テ
着
筆
ス
。
」
と
あ
り
、
今
は
な
き
兼
家
の
東
三
条
の
邸
宅

で
、
元
服
の
儀
式
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
。
そ
れ
は
敦
道
が
十
三

歳
の
時
で
あ
る
。
そ
し
て
Y
翌
日
、
敦
道
は
参
内
し
、
そ
の
夜
に
四
品
に
叙
せ

ら
れ
て
い
る
〈
『
日
本
紀
略
』
〉
。

'
な
お
、
和
道
親
王
が
大
宰
の
帥
（
直
宮
）
に
な
っ
た
の
は
、
同
じ
く
正
暦
四

年
三
月
九
日
の
小
除
目
の
時
で
あ
り
く
『
小
右
記
」
同
月
十
日
の
条
V
、
元
服

後
ま
も
な
く
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
法
興
院
で
の
詩
会
が
開
か
れ

た
時
期
に
血
道
親
王
は
「
都
督
大
王
」
（
大
宰
の
帥
）
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
．

そ
の
開
催
時
期
は
、
正
暦
四
年
三
月
九
日
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
す
で
に
述
衰
た
よ
う
に
、
．
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
四
月
二
十
五
日
の
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

裏
の
詩
宴
の
時
に
は
、
敦
道
親
王
は
「
前
大
宰
帥
親
王
」
と
し
て
参
加
し
て
お

り
、
少
な
く
と
も
そ
の
年
の
四
月
に
は
、
、
「
都
督
大
王
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
ゆ
つ
ま
り
、
こ
の
法
画
院
で
の
「
暮
春
」
 
（
三
月
）
の

詩
会
の
開
催
時
期
は
、
正
暦
四
年
三
月
九
日
か
ら
寛
弘
三
年
三
月
（
「
首
記
」

の
同
月
十
八
日
の
記
事
に
は
「
帥
宮
」
と
あ
る
。
）
ま
で
の
十
三
年
間
、
敦
道

親
王
の
年
齢
で
言
え
ば
、
十
三
歳
か
ら
二
十
六
歳
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

た
だ
し
、
こ
の
詩
を
内
容
的
に
見
る
な
ら
ば
、
森
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
そ
の
詩
会
の
開
催
時
期
は
、
兼
帯
の
死
後
ま
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
よ
う
に

も
思
え
る
。
つ
ま
り
、
逃
道
親
王
が
「
都
督
大
王
」
に
任
命
さ
れ
た
時
期
、
正

暦
四
年
（
九
九
三
）
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
た
っ
て
い
な
い
頃
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
こ
の
時
の
詩
会
に
参
加
し
た
他
の
「
文
士
」
た
ち
の
名
前
は
、
残
念

な
が
ら
未
詳
で
あ
る
が
、
た
だ
二
人
、
大
江
以
言
が
参
加
し
て
い
た
ら
し
い
こ

と
は
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、
『
類
聚
句
題
抄
」
（
続
群
書
類
巻
三
一
七
）
に
、

以
言
の
詩
（
た
だ
し
、
律
詩
の
う
ち
の
四
句
だ
け
。
）
が
「
庭
花
依
レ
旧
開
」
の

同
題
で
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 
（
同
時
に
、
道
済
の
こ
の
詩
の
頷
聯

と
頸
聯
が
そ
の
後
に
並
記
さ
れ
て
あ
り
、
以
言
の
そ
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
句

を
な
し
て
お
り
、
律
詩
の
三
・
四
句
と
五
・
六
句
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
）
。

そ
の
三
八
の
詩
句
は
、
 
「
僧
ハ
四
種
ヲ
墾
（
ひ
）
キ
テ
新
主
面
供
シ
、
鳥
ハ
五

根
ヲ
語
り
テ
故
人
二
報
ユ
。
露
恵
ハ
先
日
ノ
暁
ヲ
如
何
（
い
か
ん
）
セ
ン
、
風

儀
ハ
漸
時
ノ
春
ヲ
想
像
セ
シ
ム
。
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
み
ご
と
な

対
句
を
な
し
て
い
る
。
内
容
的
に
見
て
も
、
こ
の
詩
句
が
法
興
院
の
詩
会
で
詠

じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

わ
れ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
詩
の
内
容
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
言
え
ば
、
 
「
花
ぞ
昔
の
香
に

匂
ひ
け
る
ピ
」
と
い
っ
た
和
歌
的
な
主
題
を
巧
み
に
、
そ
れ
も
平
明
に
詠
じ
尽

（46）
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く
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
作
者
の
源
道
済
は
、
当
時
の
歌
人
的
な
文
人
の
一

人
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
言
え
よ
う
。

 
ま
ず
首
聯
で
は
、
詩
題
に
則
し
て
、
眼
前
に
咲
き
ほ
こ
る
「
花
」
を
詠
じ
、

そ
れ
に
過
去
の
人
事
を
絡
ま
せ
て
い
る
。
人
事
の
有
限
性
と
自
然
の
無
限
性
ど

の
対
比
で
あ
る
。
二
条
京
極
の
邸
宅
が
法
興
院
と
な
り
、
そ
の
「
主
人
」
で
あ

っ
た
兼
家
が
亡
き
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
人
事
の
有
限
性
を
意

味
す
る
。
勿
論
、
依
然
と
し
て
現
在
も
咲
き
ほ
こ
る
「
花
」
が
自
然
の
無
限
性

を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
激
し
い
悲

，
哀
感
ば
な
い
。
中
国
の
詩
人
に
一
般
的
な
、
自
然
の
無
限
性
と
人
事
の
有
限
性

と
の
対
比
に
よ
み
激
も
い
悲
哀
感
は
、
見
ら
れ
な
い
。
「
さ
ら
り
」
と
詠
じ
て

い
る
。
こ
の
作
者
は
、
す
で
に
、
そ
の
よ
う
な
悲
哀
感
を
仏
教
的
な
諦
観
を
通

し
て
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま

た
、
後
に
「
容
輝
ノ
樹
ハ
老
イ
テ
昔
二
非
ズ
ト
錐
モ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う

に
、
自
然
の
「
無
限
性
」
と
い
う
事
に
も
、
．
そ
れ
ほ
ど
の
信
を
お
い
て
い
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
自
然
と
人
事
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を

、
「
さ
ら
り
」
と
詠
じ
き
れ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
容
易
に
「
追
憶
」
の
世
界

に
の
み
浸
り
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
と
思
う
。

 
作
者
は
、
眼
前
に
咲
き
ほ
こ
る
「
花
」
を
通
し
て
、
過
去
の
人
事
を
鮮
明
に

よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
花
」
は
何
の
花
で
あ
ろ
う
か
。
「
暮
春
」

と
あ
る
か
ら
に
は
、
桜
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
花
」
を
通
し
て
、
か
つ
て
の
、

 
「
主
人
」
で
あ
っ
た
兼
家
を
追
憶
す
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
頷
聯
で
は
、
そ
の
「
花
」
の
過
去
と
現
在
と
を
比
較
す
る
。
作
者
は
、

か
つ
て
、
兼
家
の
生
前
に
二
条
京
極
の
邸
宅
に
招
か
れ
、
現
在
と
同
じ
よ
う
に

咲
き
ほ
こ
っ
て
い
た
「
花
」
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
よ
う

『
本
朝
麗
藻
」
全
注
釈
日

♂

な
「
暮
春
」
の
詩
会
の
時
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
の
「
花
」
の
風

情
と
色
彩
と
が
、
今
、
作
者
の
目
の
中
に
、
眼
前
の
「
花
」
を
通
し
て
あ
り
あ

り
と
浮
か
ん
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
作
者
は
、
眼
前
の
「

花
」
と
追
憶
の
中
の
「
花
」
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
聯
で
の
そ

れ
と
は
逆
に
、
現
実
の
す
ば
ら
し
さ
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
首
聯

の
場
合
が
現
実
か
ら
過
去
へ
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
盤
の
場

合
は
、
逆
に
、
過
去
か
ら
現
実
へ
と
い
う
方
向
性
を
持
つ
。
眼
前
の
「
花
」
の

す
ば
ら
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
「
花
」
も
す
ば
ら
し
か
っ

た
が
、
現
在
の
「
花
」
も
同
じ
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
。
い
や
、
年
ご
と
に
す
ば

ら
し
く
な
っ
て
い
る
。

 
な
お
、
こ
の
詩
中
の
「
花
」
は
、
敦
道
親
王
を
指
示
し
た
言
葉
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
詩
意
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
よ
う
に
思

う
。
例
え
ば
、
眼
前
の
「
花
」
と
は
、
今
日
の
敦
道
親
王
の
晴
れ
姿
を
指
し
、

追
憶
の
中
の
「
花
」
と
は
、
か
つ
て
の
、
兼
家
の
手
も
と
で
大
切
に
養
育
さ
れ

て
い
た
頃
の
馬
道
親
王
を
示
し
て
い
る
乏
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

作
者
が
眼
前
の
「
花
」
の
す
ば
ら
し
さ
を
賞
賛
レ
て
、
「
寧
ゾ
前
日
ト
異
ナ
ラ

ン
ヤ
。
」
と
か
「
或
ク
ハ
毎
年
ノ
新
タ
ナ
ル
有
り
。
」
と
か
言
っ
て
い
る
理
由

が
は
っ
き
り
す
る
し
、
次
の
頸
聯
へ
の
意
味
上
の
連
結
が
容
易
に
な
る
よ
う
に

思
う
。
作
者
は
、
敦
道
親
王
の
成
長
を
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
親
王
の
昔
に

劣
ら
ぬ
す
ば
ら
し
い
意
志
と
、
年
ご
と
に
輝
き
を
増
す
そ
の
容
姿
の
美
し
さ
と

を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
頸
聯
で
は
、
年
を
経
て
も
、
春
に
な
る
と
今
な
お
美
し
く
咲
き
ほ
こ

る
そ
の
「
花
」
の
木
に
感
嘆
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
雨
や
露
の
恩
義
の
大
き
さ
，

を
そ
の
木
が
忘
れ
ら
れ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
と
、
作
者
は
推
定
し
て
い
る
。
「
容
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輝
ノ
樹
」
と
は
、
そ
の
、
春
を
忘
れ
ず
に
咲
き
ほ
こ
る
「
花
」
の
木
の
美
し
さ

を
形
容
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
な
き
兼
家
の
面
影
を
求
め
て
法
興
院

を
訪
れ
て
い
る
敦
道
親
王
の
美
し
い
容
姿
を
ほ
め
た
た
え
た
言
葉
で
あ
る
に
違
」

、
い
な
い
。
ま
た
、
「
雨
露
ノ
恩
」
と
は
、
文
字
通
り
、
そ
の
コ
花
」
の
木
を
養

育
し
て
い
る
雨
と
露
の
大
き
な
恵
み
を
意
味
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

な
き
兼
家
の
、
か
つ
て
の
三
道
親
王
に
対
す
る
大
き
な
恩
恵
を
指
し
た
言
葉
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
、

 
作
者
は
、
こ
ζ
で
、
敦
道
親
王
の
、
今
は
な
音
兼
家
に
対
す
る
追
慕
の
気
持

ち
を
代
弁
し
で
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
恐
ら
く
、
生
前
の
兼
家
の
、
敦
道

親
王
に
対
す
る
可
愛
い
が
り
様
を
身
近
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

 
「
老
」
は
、
老
木
の
意
味
で
あ
り
、
敦
道
親
王
に
喩
え
た
場
合
に
は
、
単
に
そ

の
成
長
瓜
り
を
指
し
た
言
葉
と
考
え
る
だ
け
で
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
「
遺
」

は
、
残
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
な
き
兼
家
の
恩
恵
が
今
も
敦
道
親
王
の
身
に

及
ん
で
い
る
こ
と
に
喩
え
た
と
考
え
る
場
合
に
は
、
や
は
り
、
死
後
そ
れ
ほ
ど

た
っ
て
い
な
い
頃
の
こ
と
で
、
親
王
の
前
途
に
も
ま
だ
明
る
い
も
の
が
認
め
ら

れ
た
時
期
を
暗
示
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

 
尾
聯
で
は
、
敦
道
親
王
の
、
こ
の
た
び
の
法
興
院
へ
の
ご
遊
覧
に
お
供
を
お

お
せ
つ
か
っ
た
作
者
が
、
感
激
を
新
た
に
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
の

作
者
の
感
激
は
、
現
在
の
敦
道
親
王
の
愛
顧
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
過
去
の
兼
家
の
そ
れ
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
コ
こ
こ
で
は
、
作
者
自
身
も

兼
家
の
生
前
の
姿
と
恩
恵
の
大
き
か
っ
た
こ
と
と
を
今
さ
ら
な
が
ら
に
思
い
お

こ
し
、
大
い
に
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
こ
の
時
の
詩
会
は
早
朝
に
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
（
さ
き
の
大
江
以
言

の
詩
に
も
「
暁
」
と
あ
っ
た
。
）
。
春
の
早
朝
、
法
興
院
の
静
寂
と
そ
こ
に
咲
き

誇
る
「
花
」
、
と
も
に
さ
わ
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
誘
う
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
過

去
の
思
い
出
を
重
ね
る
。
同
一
の
「
花
」
を
通
し
て
、
現
実
と
過
去
と
を
対
比

さ
せ
、
そ
こ
か
ら
現
実
を
よ
り
良
い
も
の
と
し
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
す

る
。
「
応
教
」
詩
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
手
法
で
は
な
い
が
、
作
者
の

持
つ
詩
人
と
し
て
の
「
情
」
が
、
こ
の
詩
に
新
鮮
な
響
き
を
与
え
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
九
七
九
・
一
一
・
二
五
）
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